
設立の趣旨

 近年の建設業産業分野における技術・技能関連の
人手不足、とりわけ伝統的な木造技術をとりまく環
境は深刻であり、若手建築家の不足、熟練技術者の
高齢化が甚だしくなっています。

 新しい世紀を目前にした今現在のこうした現状を
踏まえ、伝統的な木造による在来工法の伝承と、新
しい技術の習熟を図るために、森林・林業及び木材
産業に関わる関係者が各々の立場で知識と経験又は
人材を結集してモノづくりの推進やその原動力とな
る人材の教育・訓練を行うための訓練機関として当
職業訓練校木匠塾を設立しました。

 当校での教育・訓練は、既成の教育方法等の枠に
とらわれない、現場実践を重視し、学歴よりも実力
を重視した方針のもとに行われます。教育に当たる
指導者・講師と、これを学ぼうとする生徒及び関係
者が、技術の習得、知性及び感性の醸成のために共
に邁進するなど、２１世紀に向けた新たな学校像を
実現させることを目指しています。

 そして、地域の木材産業を中心に地域社会の発展
・向上に資する人材のプロデュースを通じて当校に
蓄積される人材・技術が、結果として、県内にとど
まらず全国の企業や関係者とを有機的に連携し、実
践・教育・研究、さらにはヒトとモノとの交流・流
通をもたらす地域間、企業間のネットワークの構築
が期待できるものと確信しています。

 この趣旨をご理解頂き、全国の森林・林業・木材
産業の関係者の結集と、当校の設立を希望する多く
の皆様のご賛同を頂くことを期待しています。

□運営主体
　県内及び県外から、当校の設立趣旨に賛同

される企業を募って職業訓練法人を設立し、

校の運営を行っています。当校の運営主体の

名称は、「職業能力開発校 木匠塾」としま

した。

□職業訓練プログラム
訓練科名：建築施工系　木造建築科

　　　　　　（普通・短期）

訓練内容　

　主として木造建築に関する技能の習熟を目

指し、木造建築に関するすべての技術・技能

をマスターできるよう教育訓練カリキュラム

を設定します。

　（ア）木造建築施工に係わる知識技能

　（イ）建築工事に係わる知識技能

　（ウ）規矩術、工作法に係わる知識技能

　（エ）CAD、CAMに係わる知識技能

　（オ）自然、森林・林業、木材知識の習得など

訓練対象者

　高等学校卒業者程度以上、且つ、建築関連

企業において一定の勤務経験（考慮可能）を

有する者とする。

訓練期間：１年間（２２０日間）

　　　（訓練時間は1,700時間以上）

訓練生数：３０名（定員３０名）

実施方法

　訓練施設における集合訓練、及び、学外で

の実習訓練

設立の概要

□事業実施計画

　本校を開校及び運営するための組織として

職業能力開発促進法に基づく「職業訓練法人 

木匠塾職業訓練協会」を平成１２年度に設立

しました。

□資金計画

　当校を開校及び運営するに当たり必要な資

金は、各種補助・助成金の他に分担金として

参加企業からの会費の拠出でまかなうことと

し、また、訓練生の拠出として授業料を徴収

することとします。

「職業訓練法人木匠塾職業訓練協会 会員加

盟申込書」（別紙様式）及び本会費25,000

円を添えてお申込ください。

　なお、詳しくは本会事務局（裏表紙参照）

までお問い合わせください。
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